
（平成２４年８月２２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認宮崎地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件



                      

  

宮崎国民年金 事案 519 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められるとともに、57 年１月から同年３月までの国民年

金保険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年１月から同年３月まで 

② 昭和 57年１月から同年３月まで 

    私は、申立期間当時の国民年金保険料はきちんと納付してきた記憶がある。 

申立期間①の保険料が、また、申立期間②の保険料が付加保険料を含め未

納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②はいずれも３か月と短期間である上、オンライン記録によ

ると、申立人は、国民年金手帳記号番号払出し後の国民年金保険料について、

申立期間①及び②を除き、全て納付していることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間②前後の期間の付加保険料を納付しており、申立

期間②の国民年金保険料についても付加保険料を含めて納付していたと考え

るのが自然である。 

さらに、申立人の昭和 54年６月から 55年３月までの期間については、特殊

台帳では国民年金保険料が未納とされているにもかかわらず、国民年金被保険

者名簿では納付とされていることから、平成 24年２月 20日付けで記録が訂正

されており、行政側の記録管理の不備がうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 52 年１月から

同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められるとともに、57

年１月から同年３月までの国民年金保険料を付加保険料を含めて納付してい

たものと認められる。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 950 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 63年８月１日に、資格喪失日に係る記録を同年 10月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年８月１日から同年 10月１日まで 

死亡した夫は、申立期間において「Ｂ社」に勤務していたが、年金事務所    

の記録では申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

申立期間に係る賃金計算書（昭和 63年８月分）及び賃金台帳（昭和 63

年９月分）によると、厚生年金保険料が給与から控除されているので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した昭和 63 年８月分の賃金計算書、同年９月分の賃金台帳及

び同僚の供述から判断すると、申立人が勤務した事業所はＡ社と認められ、申

立人が当該事業所に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の賃金計算書及び賃金台帳

により確認できる、給与から控除された厚生年金保険料控除額に見合う標準報

酬月額から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社は既に解散しており、事業主は不明であると回答しているが、仮に、



                      

  

事業主から申立人に係る申立てどおりの被保険者資格の取得届が提出された

場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなる

が、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録してい

ないとは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主から社会保険事務所

への被保険者資格の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る昭和 63 年８月及び同年９月の保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 951 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 12月１日から 57年１月１日まで 

私は、昭和 55年 12月１日に、Ａ事業所に採用され、勤務していたが、年

金事務所の記録では、厚生年金保険被保険者資格の取得日が 57 年１月１日

とされていることが分かった。 

採用後、すぐに加入したＢ労働組合に係る組合員証の内容のとおり、申立

期間に勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が保管する申立人の人事記録により、申立人は、昭和 55年 12月１

日から同事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、申立人が記憶する同時期に採用された同僚二人は、採用と同

時に厚生年金保険に加入していない上、別の同僚は、採用の際、厚生年金保険

加入に関する説明は無かったこと、採用後しばらくの間、健康保険証がもらえ

なかったことを覚えている旨供述していることを踏まえると、申立期間当時、

Ａ事業所では、必ずしも採用と同時に厚生年金保険に加入させていたわけでは

ないとみられる。 

また、事業主が保管する健康保険厚生年金整理簿によると、申立人への健康

保険証交付日は昭和 57年１月 16日と記載され、当該整理簿に申立人の印鑑が

押されており、健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載されている申立人の

厚生年金保険被保険者資格の取得日（昭和 57 年１月１日）に不自然さはうか

がえない上、先述の同僚４人への健康保険証交付時期も厚生年金保険被保険者



                      

  

資格の取得時期と合致していることが確認できる。 

さらに、申立人は、採用時や雇用契約の更新時に厚生年金保険加入に関する

説明を受けた記憶は無く、給与から厚生年金保険料が控除されていたかどうか

も記憶していない旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 


